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1   

1  

2013年6月に閣議決定された「日本再興戦略」では“国民の健康寿命の延伸”が重要な柱

とされ、予防・健康管理の推進のため「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの

分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として“データヘルス計画”の

作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うこ

とを推進する」ことが掲げられました。国保組合もこれに準じて取組むことを求められていま

す。 

また「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」では、「保健事業の効

果的かつ効率的な推進を図るためには、健康・医療情報を活用して、PDCAサイクル（事業

を継続的に改善するため、Plan（計画）―Do（実施）―Check（評価）―Act（改善）の段階を

繰り返すことをいう。）に沿って事業運営を行うことが重要である」とされました。 

本計画は、当組合の保健事業活動を総合的に進めていく基礎的な指針と位置づけ、特

定健康診査・特定保健指導のみならず、建設業に従事する組合員の健康問題にも視点を

あて、被保険者の疾病の予防、健康の保持増進や国保組合財政の健全化を目指すものと

します。 

 

2  

医療計画が 6 年、介護保険事業支援計画が 3 年であるサイクルにあわせ医療費適正化

計画が 6 年になったことによって、本計画も 2018 年度から 2023 年度までの 6 年間とします。 

 

3  

本計画は当組合が主体となり実施しますが、母体労組・支部・保健対策推進委員と連携

して推進していきます。職業病対策に限っては母体労組・支部の他、契約している専門医・

研究機関等とも連携して取組みます。 
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3

 

＊１ 大規模な国保組合（組合員数約 8 万 7 千人、被保険者約 18 万人）である。 

＊２ 個人または小規模事業所の加入者が多い。なお、被保険者の約 54％が組合特

定被保険者である。 

＊３ およそ区・市ごとに拠点（支部）があるが、自宅近くではなく、職場近くの支部に所

属している人も多い。 

＊４ 女性の健診受診率が低い（男性と 14.3 ポイントの差）。 

＊５ メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合や特定保健指導対象者の割合

が高い。 



 

3 

 

 

 
 

＊６ 加入者構成は 40 歳代がもっとも多い。40 歳以上の男性の約 98％が組合員で、

同女性の約 86％が家族である。 
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特定健康診査等基本方針における国保組合の特定健診目標値は、2023 年度までに

70％以上となっています。当組合の 2016 年度実施状況は全体で 46.8％だったものの、組

織を細分化してみると 50％後半の支部や 69％台の分会が存在します。下方目標とならぬよ

うに、組織内の共通目標として基本方針と同値に設定します。 

特定保健指導における国保組合の目標値は 2023 年度までに 30％以上となっています。

こちらも特定健診同様に、第 2 期中に 20％台に到達した支部が存在するため基本方針と同

値に設定します。 

目標値 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

特定健診 70％ 70％ 70％ 70％ 70％ 70％ 

特定保健指導 30％ 30％ 30％ 30％ 30％ 30％ 

 

また、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率については特定保健指導対

象者の減少率を使用し、「2023 年度までに 25％以上（2008 年度比）」を成果目標とします。 

 

 

1）各年度における受診率の推移 

①全体の受診率 

特定健診受診率は 2013 年度から 2018 年度までの間に受診率が約 9 ポイント上昇しま

したが、2020 年 2、3 月から拡大し始めた新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2019

年度、2020 年度は下降しています。 

  2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

目 標 50% 55% 60% 65% 70% 

実 績 40.9% 43.5% 45.5% 46.8% 48.9% 

  2018 年度 2019 年度 2020 年度 

目 標 70% 70% 70% 

実 績 50.2% 49.5% 45.5% 

 

  



 

107 

 

②性・年齢階級別の受診率の推移 

2013 年度と 2020 年度を比べると、男性は 5.8 ポイント、女性は 0.7 ポイント伸びていま

す。 

［男性の健診受診率］           ［女性の健診受診率］ 

 

 

  2013  2014  2015  2016  
             

40 44  48.6% 30.4% 42.0% 51.6% 32.8% 44.9% 54.1% 35.7% 47.6% 55.8% 34.6% 48.5% 

45 49  47.5% 31.8% 42.1% 50.1% 34.7% 44.9% 53.3% 36.2% 47.5% 54.3% 37.2% 48.7% 

50 54  47.2% 34.0% 42.5% 49.5% 36.5% 44.9% 51.9% 37.7% 46.9% 53.0% 38.8% 48.3% 

55 59  46.0% 33.5% 41.4% 49.2% 37.9% 45.1% 50.6% 39.0% 46.5% 52.7% 39.4% 48.2% 

60 64  43.6% 34.2% 39.8% 46.7% 36.2% 42.6% 48.5% 37.9% 44.4% 51.6% 38.9% 46.8% 

65 69  41.5% 35.2% 38.8% 44.1% 37.6% 41.3% 45.5% 38.2% 42.5% 47.0% 38.8% 43.6% 

70 74  40.9% 34.8% 38.6% 41.0% 37.4% 39.6% 42.0% 37.1% 40.2% 43.2% 36.3% 40.7% 

 45.5% 33.2% 40.9% 48.0% 35.9% 43.5% 50.2% 37.2% 45.5% 51.9% 37.6% 46.8% 

  2017  2018  2019  2020  
             

40 44  58.1% 34.8% 50.1% 59.4% 36.5% 51.7% 59.5% 34.6% 51.0% 55.2% 31.5% 47.1% 

45 49  57.2% 37.3% 50.8% 58.9% 38.0% 52.2% 58.2% 36.5% 51.3% 54.3% 33.9% 47.8% 

50 54  55.3% 39.8% 50.3% 56.8% 41.5% 52.0% 56.9% 40.0% 51.7% 52.6% 36.0% 47.5% 

55 59  55.9% 41.7% 51.1% 56.4% 41.4% 51.4% 55.9% 39.3% 50.5% 52.6% 36.4% 47.3% 

60 64  53.6% 38.5% 48.1% 54.6% 41.2% 49.9% 54.6% 39.1% 49.3% 49.6% 34.5% 44.5% 

65 69  49.3% 40.6% 45.8% 51.0% 40.5% 46.8% 50.7% 38.6% 46.0% 46.4% 34.1% 41.8% 

70 74  46.2% 38.7% 43.4% 46.5% 39.1% 43.7% 45.6% 36.6% 42.3% 40.9% 31.0% 37.3% 

 54.5% 38.5% 48.9% 55.8% 39.5% 50.2% 55.5% 37.6% 49.5% 51.3% 33.9% 45.5% 
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 ③組合員・家族 

2013 年度と 2020 年度を比べると、組合員は 5.6 ポイントの伸びが確認できましたが、家

族は 0.7 ポイント減少しました。 

［組合員の健診受診率］          ［家族の健診受診率］ 

 
 
 2013  2014  2015  2016  
             

40 44  49.5% 27.6% 42.0% 52.3% 30.3% 44.9% 54.9% 32.9% 47.6% 56.5% 31.4% 48.5% 

45 49  47.5% 29.7% 42.1% 50.3% 32.5% 44.9% 53.2% 34.0% 47.5% 54.4% 34.6% 48.7% 

50 54  47.1% 32.1% 42.5% 49.4% 34.5% 44.9% 51.9% 35.3% 46.9% 52.9% 36.5% 48.3% 

55 59  45.8% 32.5% 41.4% 49.2% 36.3% 45.1% 50.7% 37.1% 46.5% 52.9% 36.5% 48.2% 

60 64  43.4% 33.6% 39.8% 46.3% 36.0% 42.6% 48.5% 37.1% 44.4% 51.4% 38.1% 46.8% 

65 69  41.9% 34.2% 38.8% 44.3% 36.8% 41.3% 45.7% 37.4% 42.5% 47.0% 38.2% 43.6% 

70 74  42.1% 32.6% 38.6% 42.3% 35.0% 39.6% 43.0% 35.1% 40.2% 44.1% 34.3% 40.7% 

 45.8% 31.5% 40.9% 48.3% 34.2% 43.5% 50.5% 35.4% 45.5% 52.2% 35.4% 46.8% 

  2017  2018  2019  2020  
             

40 44  58.7% 31.1% 50.1% 60.1% 32.6% 51.7% 59.9% 30.5% 51.0% 55.8% 26.9% 47.1% 

45 49  57.2% 34.1% 50.8% 58.8% 34.7% 52.2% 58.2% 32.5% 51.3% 54.5% 29.5% 47.8% 

50 54  55.0% 37.6% 50.3% 56.9% 38.3% 52.0% 56.8% 37.2% 51.7% 52.6% 32.6% 47.5% 

55 59  56.0% 38.7% 51.1% 56.6% 38.1% 51.4% 55.7% 36.5% 50.5% 52.5% 33.1% 47.3% 

60 64  53.3% 37.3% 48.1% 54.1% 40.2% 49.9% 54.2% 37.7% 49.3% 49.3% 32.8% 44.5% 

65 69  49.2% 40.1% 45.8% 50.9% 39.8% 46.8% 50.6% 37.7% 46.0% 46.3% 33.3% 41.8% 

70 74  46.9% 37.0% 43.4% 47.5% 36.6% 43.7% 46.1% 35.0% 42.3% 41.4% 29.3% 37.3% 

 54.7% 36.1% 48.9% 56.0% 36.8% 50.2% 55.5% 34.9% 49.5% 51.4% 30.8% 45.5% 
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2）実施体制の評価 

健診受診では国保組合と直接契約をしている健診機関での受診を可能とし、健診契約

機関数は、2012 年度末には 198 機関でしたが、支部からの推薦により、2022 年 2 月には

239 機関と増えています。 

契約機関外で健診を受診し、特定健診の項目を満たしている場合には、申請により年

に 1 回一定の費用を支給する償還払い制度も行っています。 

また、特定健診未受診世帯に対し受診案内通知を送り、受診を促しました（※2009～

2013 年度までは世帯宛、2014～2016 年度は家族加入の女性宛、2017～2018 年度は女

性宛、2019 年度は男性、女性、事業主宛、2020 年度は新型コロナウイルス感染症拡大に

より未実施、2021 年度は男性〈東京土建健診、節目健診〉、女性〈東京土建健診、節目健

診〉、事業主宛）。リアルタイムに近い健診受診状況を把握しながら未受診者への受診勧

奨ができるように、毎月支部へ受診率の速報値を提供し、支部・分会では保健対策推進

委員を組織し、未受診者リストを使って受診勧奨を強化しました。 

受診率が高い支部・分会へのインセンティブ、健診・結果説明会・特定保健指導・健康

教室などへの参加者にインセンティブを提供しています。 

 

 

1）各年度における実施率の推移 

①全体の利用率・実施率 

目標値には届かず、利用率、実施率とも横ばいです。 

 2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

目 標 10% 15% 20% 25% 30% 30% 30% 30% 

実 

績 

利用

率 
5.4% 6.4% 4.4% 3.7% 3.4% 3.3% 3.8% 4.4% 

実施

率 
4.1% 4.0% 3.2% 2.9% 2.6% 2.8% 2.9% 3.4% 
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②男女別（実施率） 

男女別、年齢別とも実施率は横ばいです。男性と比べて女性の方が倍程度の実施率

であり、年齢別では 65 歳以上が高い状況です。 

［男性の特定保健指導実施率］    ［女性の特定保健指導実施率］ 

 
  
 2013  2014  2015  2016  
             

40 44  1.9% 4.4% 2.2% 2.0% 3.3% 2.1% 1.4% 2.3% 1.5% 1.4% 6.2% 1.7% 

45 49  2.5% 5.6% 2.7% 2.2% 3.7% 2.4% 1.8% 2.8% 1.9% 1.4% 2.0% 1.5% 

50 54  4.0% 6.7% 4.3% 2.9% 3.6% 3.0% 2.8% 3.8% 2.9% 2.2% 3.1% 2.3% 

55 59  3.7% 7.7% 4.2% 3.7% 10.1% 4.5% 3.3% 1.9% 3.1% 2.8% 7.8% 3.4% 

60 64  4.8% 7.2% 5.3% 5.2% 6.5% 5.4% 3.4% 9.4% 4.5% 4.6% 4.6% 4.6% 

65 69  6.6% 11.6% 7.8% 8.8% 13.3% 9.9% 6.5% 10.3% 7.3% 6.0% 8.3% 6.5% 

70 74  9.3% 8.9% 9.2% 8.2% 11.5% 8.9% 9.0% 7.3% 8.6% 7.2% 7.1% 7.1% 

 3.6% 7.3% 4.1% 3.6% 7.1% 4.0% 2.9% 5.2% 3.2% 2.6% 5.2% 2.9% 

  2017  2018  2019  2020  
             

40 44  1.5% 1.2% 1.4% 1.0% 5.9% 1.3% 
 

1.5% 
5.4% 1.7% 2.2% 2.2% 2.2% 

45 49  2.0% 3.0% 2.1% 1.4% 4.1% 1.6% 1.5% 2.5% 1.6% 2.0% 3.5% 2.1% 

50 54  1.8% 3.2% 2.0% 2.3% 6.8% 2.7% 2.3% 5.9% 2.6% 3.4% 4.3% 3.5% 

55 59  2.9% 5.9% 3.3% 2.9% 4.2% 3.0% 3.6% 6.4% 3.9% 3.3% 6.3% 3.6% 

60 64  3.0% 5.9% 3.5% 5.6% 8.3% 6.0% 3.8% 3.2% 3.7% 4.5% 7.9% 4.9% 

65 69  5.6% 6.3% 5.7% 4.7% 6.0% 4.9% 5.8% 15.4% 7.5% 7.0% 11.4% 7.8% 

70 74  5.8% 4.0% 5.4% 5.4% 7.9% 5.8% 6.9% 8.3% 7.2% 8.5% 8.9% 8.6% 

 2.4% 4.1% 2.6% 2.4% 5.9% 2.7% 2.6% 6.1% 2.9% 3.3% 5.7% 3.4% 
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③組合員家族別（実施率） 

組合員・家族とも実施率は横ばいです。組合員と比べて家族の方が高く、年齢別では

65 歳以上が高い状況です。 

［組合員の特定保健指導実施率］    ［家族の特定保健指導実施率］ 

 
 
 2013  2014  2015  2016  
             

40 44  1.9% 4.6% 2.2% 2.1% 2.9% 2.1% 1.3% 3.3% 1.5% 1.4% 5.4% 1.7% 

45 49  2.5% 5.1% 2.7% 2.2% 4.2% 2.4% 1.8% 2.4% 1.9% 1.4% 2.0% 1.5% 

50 54  4.0% 7.1% 4.3% 2.9% 3.6% 3.0% 3.0% 2.2% 2.9% 2.2% 3.8% 2.3% 

55 59  4.0% 6.1% 4.2% 3.9% 9.5% 4.5% 3.2% 2.2% 3.1% 3.4% 3.6% 3.4% 

60 64  4.8% 7.3% 5.3% 5.2% 6.3% 5.4% 3.6% 9.2% 4.5% 4.8% 3.5% 4.6% 

65 69  7.0% 10.8% 7.8% 9.2% 12.4% 9.9% 6.8% 9.5% 7.3% 5.9% 9.1% 6.5% 

70 74  9.7% 7.4% 9.2% 8.7% 9.8% 8.9% 9.5% 5.6% 8.6% 7.6% 5.6% 7.1% 

 3.7% 6.9% 4.1% 3.7% 6.7% 4.0% 3.0% 4.9% 3.2% 2.7% 4.7% 2.9% 

  2017  2018  2019  2020  
             

40 44  1.5% 1.3% 1.4% 1.0% 6.1% 1.3% 1.6% 3.5% 1.7% 2.2% 2.7% 2.2% 

45 49  2.0% 3.2% 2.1% 1.5% 2.7% 1.6% 1.7% 1.0% 1.6% 2.1% 2.9% 2.1% 

50 54  1.8% 3.3% 2.0% 2.4% 7.1% 2.7% 2.4% 5.2% 2.6% 3.5% 3.7% 3.5% 

55 59  3.1% 5.3% 3.3% 2.9% 4.4% 3.0% 3.8% 5.7% 3.9% 3.4% 6.2% 3.6% 

60 64  3.2% 5.2% 3.5% 5.7% 8.2% 6.0% 3.7% 4.0% 3.7% 4.7% 7.1% 4.9% 

65 69  5.4% 7.2% 5.7% 4.6% 6.1% 4.9% 5.9% 15.9% 7.5% 7.1% 11.2% 7.8% 

70 74  6.4% 2.0% 5.4% 5.8% 5.8% 5.8% 7.5% 5.5% 7.2% 8.7% 8.3% 8.6% 

 2.5% 4.0% 2.6% 2.4% 5.6% 2.7% 2.7% 5.4% 2.9% 3.3% 5.5% 3.4% 
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2）実施体制の評価 

年度末に健診受診した対象者も利用できるよう、初回面談の有効期限を 3 月 31 日から

7 月 31 日に延長しています。また、支部主催保健指導への補助制度を設けており、健診

結果説明会や健康教室と同時に特定保健指導を行う等、各支部の状況に合わせた企画

がなされて一定の実施につながってきましたが、支部間に格差が生じ全体的に停滞して

います。 

 

2  

 

2017 年 4 月末の年齢階層別人数を、毎年 1 歳ずつスライドさせて各年度の人数にしまし

た。なお、被保険者数の加入・脱退による伸び率は考慮していません。 

目標値 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

想定対象者 93,137 人 94,371 人 95,530 人 96,808 人 97,288 人 96,897 人 

想定受診者 65,196 人 66,062 人 66,871 人 67,768 人 68,104 人 67,828 人 

 

 

2016 年度の男女別、年齢階層別、特定保健指導対象者割合を基に算出しました。 

  2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

想
定 

対
象
者 

男性 12,393 人 12,533 人 12,636 人 12,748 人 12,792 人 12,752 人 

女性 2,344 人 2,384 人 2,417 人 2,452 人 2,473 人 2,471 人 

合計 14,737 人 14,917 人 15,053 人 15,200 人 15,265 人 15,223 人 

想
定 

実
施
者 

男性 3,718 人 3,760 人 3,791 人 3,824 人 3,838 人 3,826 人 

女性 703 人 715 人 725 人 736 人 742 人 741 人 

合計 4,421 人 4,475 人 4,516 人 4,560 人 4,580 人 4,567 人 

 

 

 支援 40∼44 歳 45∼49 歳 50∼54 歳 55∼59 歳 60∼64 歳 65∼69 歳 70∼74 歳 

男

性 

積極的 26.4％  27.0％  26.1％  22.4％  17.8％ ― ― 

動機付け   8.0％   8.6％   8.0％   7.4％  5.8％  20.8％  15.8％ 

女

性 

積極的   2.6％   5.2％   5.2％   5.7％   4.8％ ― ― 

動機付け   5.4％   6.1％   7.1％   5.6％   6.2％  9.3％  7.7％ 
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3  

 

当組合では法定の健診項目に追加をし、対象年齢も拡大していることから集合契約に

は参加せず、個別契約を結んだ健診機関で実施します。また、被保険者の利便性を考慮

した受診環境の整備・拡充をはかります。 

 

1）支部集団健診 

母体労組の支部が主催する集団健診に申込みをして受診します。実施場所は契約機

関のほか、支部会館や公共施設も利用します。また、女性健診や分会単位の小規模な集

団健診を実施する場合もあります。 

2）個別健診 

①契約機関 

契約機関に個別に電話等で申込みをして、契約機関の施設内で受診します。 

②契約外機関 

契約機関が近隣にない等の理由によって、契約外機関で自費で受診した被保険者に

対し、申請により特定健診の結果データを受領し、償還払い（払い戻し）をします。また、

受診券を使わずにパート・アルバイト先等の健診を受診した 40 歳以上の組合員・家族か

らは結果票を受領します。 

 

3）事業所健診 

事業所健診を実施した事業主から、従業員等の特定健診の結果データを受領し、提供

料を払います。 

 

 

1）東京土建健診 

特定健診の法定の実施項目に加え、職業病対策にも取り組むために次の項目を実施し

ます。 

全ての組合員と 19 歳以上の家族が受診することができます。 
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腹囲 ※1

生理

HbA1ｃ（NGSP値）

尿 蛋白、糖 ※3

詳細な健診 生理 眼底検査（医師の判断による）

赤血球、血色素、ヘマトクリット ※4

心電図 ※4

視力

胸部レントゲン（直接） ※5

胸部レントゲンの再読影 ※6

尿 潜血 ※3

便 潜血（2回法） ※6

※5 妊娠中又は妊娠の可能性がある女性の胸部エックス線撮影については、省略することができる。

※6 実施年度に40歳以上になる男女。

血糖（空腹時血糖または随時血糖）

※1 腹囲の測定については、厚生労働大臣が定める基準（BMIが20未満の者、もしくはBMIが22未満で自ら腹囲を測定し、

　　 その値を申告した者）に基づき、医師が必要でないと認める時は、測定を省略することができる。

※2 中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合、LDLコレステロールに代えて、Non-HDLコレステロールの測定でも可。

※3 生理中の女性に対する尿検査は、測定しても結果が意味を成さないこと、メタボリックシンドロームの判定や特定保健指導

　　 対象者の抽出（階層化）への影響が大きくないことから、その場合は検査不能という扱いでも差し支えない。

生理

生
化
学

総蛋白

アルブミン

クレアチニン

ｅGFR

尿酸

尿素窒素

総コレステロール

付
加
健
診
項
目

既往歴の調査 服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査（質問票）を含む

※4「貧血検査（赤血球・血色素・ヘマトクリット）」と「心電図」は『東京土建健診』の必須項目であるため、特定健診の 詳細な

     健診とはなりません。

区　　　分 内　　　　　　　容

特
定
健
康
診
査

基
本
的
な
健
診
の
項
目

身
体
計
測

身長、体重、ＢＭＩ（肥満度）

理学的検査（身体診察）

血圧測定

生
化
学

HDLコレステロール、ＬDLコレステロール（※2）、中性脂肪

GOT、GPT、γ-GTP

聴力（1000Hz・4000Hz）

エックス線

白血球、血小板
血液学

 

 

2）節目健診（人間ドック） 

契約機関ごとに設定した検査項目を実施します。特定健診の法定項目を含有した、日

本人間ドック学会が定める『一日ドック基本検査項目』を基準とします。年度内に節目年齢

（40 歳から 70 歳までの範囲で、40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳、65 歳、70 歳の 5 歳刻

み）に達する人が対象です。 
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毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとします。 

 

 

1）契約形態 

当組合と個別に契約した健診機関に委託します。 

2）選定基準 

厚生労働大臣が告示にて定める「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基

準」ならびに当組合が定める実施基準を満たしていることとします。また、組合員や支部か

らの要望に応え、地域に密着した体制を構築し、健診機関の質を確保するため、原則とし

て支部の推薦機関であることとしています。 

 

  

1）発券形態 

被保険者証と一体の受診券を発券します。 

2）印字内容 

下図のとおり、有効期限・受診可能コース・自己負担等を記載しています。 

    

 

3）発券時期 

被保険者証の更新時期にあわせ、毎年 3 月末に翌年度分を一括発券します。 

4）発券方法 

当組合で発券を行います。 

 

  

       

 

 

 

見 

本 
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受診券及び契約機関一覧等の受診案内は当組合で作成し、健診対象者が所属する

支部を通じて配付します。また、周知の方法は以下のとおりです。40 歳未満の被保険者

にも同様に周知・案内をします。 

1）受診券 

被保険者証との一体化で周知につなげ、契約機関一覧と受診案内が記載された「土建

国保ガイド」と併せて配付します。 

2）てびき・ガイド・チラシ 

受診券とともに健診を含む事業案内やチラシを配付して周知します。 

3）カレンダー 

前年 12 月に配付し、健診の意義、項目や内容、有効期限等の周知・注意喚起を促しま

す。 

4）新聞・ホームページ 

新規契約機関や休日・夜間健診、女性健診、支部集団健診の情報等を、新聞は定期

的に発刊し、ホームページは随時更新します。 

5）ポスター 

受診勧奨強化期間等に作成し、健診対象者が所属する支部会館や分会センターに掲

示します。 

6）契約機関説明会 

毎年 3 月頃に開催し、次年度の実施方法の説明や受診勧奨等の協力依頼を行いま

す。 

 

 

1）母体労組（支部・分会・保健対策推進委員等）との連携 

①毎月、支部・分会別の最新受診率や目標到達状況を支部に通知します。 

②母体社会保障対策部と連携して、到達管理や課題の整理、ツール作成等を行いま

す。 

③保健対策推進委員を全支部で機能させます。 

④分会健診・女性健診に取組みます。 

2）未受診者への受診勧奨通知 

3 年連続未受診者等を対象にして、受診勧奨通知を送付します。 

3）事業主への事業所健診結果データ提供依頼 

事業所健診を実施した事業主に、従業員等の特定健診結果データの提供を依頼しま

す。 

4）パート・アルバイト先等での健診結果票の提供依頼 

受診券を使わずにパート・アルバイト先等の健診を受診した 40 歳以上の組合員・家族

からは結果票を受領します。 
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5）推進活動補助・表彰制度 

母体労組で組織する保健対策推進委員や分会役員等に対して、受診勧奨活動への

補助と、受診率が高い支部・分会への表彰制度により、本対策をさらに推進します。 

6）受診者へのインセンティブ 

   健診・結果説明会・特定保健指導・健康教室などの健康イベントに参加した人にクピオ

プラス（パソコンやスマートフォンで健康情報の発信、わかりやすい健診結果の確認、健

康増進プログラムが利用できる）で健康ポイントを付与します。 

7）健診契約機関の拡大 

   より受診しやすい環境を構築するため、健診契約機関を拡大します。 

 

 

 

集合契約に参加はせず、当組合と契約を交わした保健指導実施機関に委託して実施し

ます。また、被保険者の利便性を考慮した利用環境の整備・拡充をはかります。 

1）利用案内 

①実施機関での実施 

当組合から保健指導対象者へと利用案内の通知を送付し、対象者が利用の申し込み

を行い、実施機関の施設内において特定保健指導を実施します。 

②自宅等への訪問形式での実施 

対象者が自宅や事業所への訪問形式による特定保健指導を希望する場合は、訪問形

式の特定保健指導を実施します。 

③遠隔面接での実施 

 ╩ ⇔√ ≢ ╩ ⇔╕∆⁹ 

2）健診結果説明会での同時実施 

集団健診の結果説明会時に、当該会場において特定健診実施機関による特定保健指

導の初回面接を実施します。実施場所は主に支部会館や公共施設となります。 

3）支部主催 

支部が主体となって特定保健指導対象者を支部会館や公共施設等に集め、集中的に

実施機関による保健指導を行います。 

4）健診当日の初回面接 

  健診受診当日に、腹囲・体重、血圧、服薬歴等の状況から対象と見込まれる者に対し

て、初回面接を行って行動計画を暫定的に作成し、後日、全ての項目の結果から医師が

総合的な判断を行って専門職が本人と行動計画を完成します。 

5）実施機関が直接利用勧奨して実施 

  健診機関が直接利用勧奨して保健指導を実施します。 

6）健診当日に呼びかけを行い、後日初回面接を実施 

  健診当日に腹囲・血圧・服薬歴等の状況から対象と見込まれる人に呼びかけを行い、
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後日実施します。 

 

 

1）標準的なプログラム 

対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継

続的に行うことが出来るようになることを目的とし、厚生労働省「標準的な健診・保健指導

プログラム（確定版）」及び「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」

等に基づいた実施内容とします。また、個々に応じたよりきめ細かい支援を行えるよう、支

援形態は原則として個別支援のみとします。 

2）加入者の特性・属性に応じた指導の形態 

当組合の加入者には、勤務時に食事に時間を割くことが出来ない、勤務以外に身体を

動かすためのまとまった時間をとることが困難、労働中の缶コーヒーやスポーツドリンクの

常飲や現場での間食習慣等、生活習慣における特性が見られます。建設労働者の実態

をふまえた支援内容とするため、保健指導実施機関に対し加入者の特性の情報を提供

することで、継続しやすいプログラムの検討等、より効果的な支援につなげます。 

3）対象者の選出方法 

特定保健指導を開始する前（※）に当組合で対象者のレセプト点検を行い、すでに生

活習慣病等で医療機関を受療・服薬、また、医師の指導を受けている場合、および、健診

の結果、特定保健指導より医療機関への受療が必要と判断される対象者については、特

定保健指導の利用勧奨は行わず、医療機関への受診（治療）を優先します。 

※健診当日に初回面接 1 回目（分割実施）を行う場合には、原則として 2 回目までにレ

セプト点検を行います。 

 

 

毎年 4 月 1 日から翌年 7 月 31 日までとします。 

年度末の健診受診者が利用できるよう、初回面接の開始期限を 7 月末までとしています。 

 

  

1）契約形態 

当組合と個別に契約をした健診機関に委託します。 

2）選定基準 

厚生労働大臣が告示にて定める「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基

準」ならびに当国保が定める実施基準を満たしていることとします。また、組合員や支部か

らの要望に応え、地域に密着した体制を構築するため、また、実施機関の質を確保する

ため、原則として支部の推薦機関であることとしています。 
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対象者への利用勧奨のほか、当組合で発行する国保組合だより、ホームページ等に掲

載、実施機関に向けた説明会等で保健指導対象者や実施内容、実施方法等について説

明を行います。 

1）利用案内 

対象者個人へ利用案内通知を発送します。 

2）新聞・ホームページ 

広報紙に保健指導の受診勧奨、保健指導の選定方法・流れについて紹介記事を掲載

しています。 

 3）実施機関からの利用案内 

集団健診当日に説明を行い、当日の初回面接（分割実施の 1 回目）または後日の予約

を行います。 

 

4）実施機関説明会 

毎年 3 月に開催し、次年度の実施方法の説明や利用勧奨等の協力依頼を行います。 

 

 

1）母体労組（支部・分会・保健対策推進委員等）との連携 

①毎月、支部別の最新実施率や目標到達状況を支部に通知します。 

②母体社会保障対策部と連携して、到達管理や課題の整理、ツール作成等を行いま

す。 

③保健対策推進委員を全支部で機能させます。 

④集団健診当日の初回面接や結果説明会兼保健指導実施を方針化します。 

⑤支部主催の保健指導実施を推進します。 

2）対象者への利用勧奨通知 

対象者へ利用案内通知を発送します。 

3）対象者への再利用勧奨通知 

1 回目の利用勧奨通知で申込みがなかった（できなかった）対象者への利用機会を確

保するため、再通知を実施します。効果的な利用勧奨になるように、通知時期や対象（組

合員・家族別、就業実態区分別、男女別、年齢階層別等、複数のグループに分け、利用

率の高いグループに絞るなど）の検討も行います。 

4）健診機関との連携 

①健診当日の初回面接または対象者への呼びかけ、健診結果説明時の利用勧奨を行

います。 

②健診当日に初回面接の実施や利用勧奨ができる機関へのインセンティブ 

5）事業所単位の特定保健指導の実施 

2022 年度から健康企業宣言の宣言必須項目に特定保健指導の活用が追加されるた

め、健康企業宣言事業所については、国保専門職又は派遣型実施機関の保健師等が



 

120 

 

特定保健指導を 100％実施することを目指します。 

6）支部推進活動補助・表彰制度 

母体労組で組織する保健対策推進委員や分会役員等に対して、利用勧奨活動への

補助と、利用率が高い支部へのインセンティブを設け、本対策をさらに推進します。 

7）利用者・終了者へのインセンティブ 

健診・結果説明会・特定保健指導・健康教室などの健康イベントに参加した人にクピオ

プラス（パソコンやスマートフォンで健康情報の発信、わかりやすい健診結果の確認、健

康増進プログラムが利用できる）で健康ポイントを付与、特定保健指導の初回面接終了者

にはインセンティブを提供します。 

 

6   

 

特定健康診査及び特定保健指導で得られる健康情報等の取り扱いについては、個人情

報保護に関する法律及び個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン、当組合の個人情

報に関する規定を遵守します。 

 

 

特定健康診査・特定保健指導に関するデータの保存期限は最低 5 年とします。保存期限

経過後は適切に破棄します。 

これらのデータは、カード認証による執務室内で厳重な管理のもと保管し、書類の紛失・

盗難等にも十分留意するものとし、これらを取り扱う者に対して、その内容を周知徹底しま

す。 

特定健康診査及び特定保健指導を受託した事業者についても、個人情報保護に関する

法律を踏まえた取扱いを行うとともに、業務によって知り得た情報については守秘義務を徹

底し、業務終了後も同様とします。 

特定健康診査及び特定保健指導で得られる具体的な個人情報の種類と管理（保護）方

法については次のとおりです。 

 

VPN  

受信後、データを専用パソコンに保存し、KENPOS へ移入します。一定期間後、専用パソ

コン内の古いデータは抹消します。 

 

 

処理中は担当者机トレイに保管し、休憩・帰宅時はキャビネットに施錠保管します。当年

度分はキャビネットに施錠保管、前年度分は施錠された会館倉庫に保管、前々年度分以前
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は業者倉庫保管し、保存期限経過後、溶解処理を行っています。 

 

KENPOS  

ID・パスワードで担当部署のみがデータを扱えるよう管理されています。 

 

 

KENPOS から PC 共有サーバーへ移入し、KENPOS 内のデータを消去。提供データはパ

スワード設定し、専用 VPN 回線で支部へ送信しています。 

 

7   

本計画はホームページで公表します。また、これを変更したときは遅延なくホームページ

に掲載します。 

また、組合報やチラシ・ガイド等を配付するほか、母体労組及び支部の機関会議等を通じ

て普及啓発に取り組みます。 

 

8   

本計画において設定した目標値に対する進捗状況を常に把握し、進捗状況及び実施体

制・プログラム等の実施内容の評価を毎年行います。また、医療費の推移や被保険者のリス

ク状況の変化等を分析し、事業全体の評価を行います。 

計画期間中の見直しを行う場合は、母体労組及び必要に応じて契約機関等と協議のうえ

見直しを行います。 
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9   

1  

患者数が多く、合併症も含め医療費が大きいことから、高血圧予防・糖尿病予防を主なテ

ーマとした健康教室（ポピュレーションアプローチ）を行っており、参加者数は年々増加傾向

にあります。また、主婦の会を中心にヘルシークッキングも行われています。健康教室への

参加が健康意識を日常的に高め、健診受診につながります。 

2  

支部集団健診後に開催される結果説明会では、各健診項目が示す意味や基準値の説

明とともに、当日参加者の健診結果に関わる個別相談や保健指導あるいは受診勧奨が実

施されています。被保険者が健康に関する知識を得て、日々の生活を見直す絶好の機会

ですが、仕事等の都合により参加者が少なく、場が活用されていないという問題点がありま

す。健診と結果説明は一体のもので一人ひとりの状態に合わせた情報提供や保健指導を

行う仕組みづくりが課題です。 

3  

疾病の重症化・長期化予防のため、健診結果から当組合で定めた受診勧奨値の人に対

する二次受診勧奨通知を行っています。受診勧奨基準は健診機関にも周知し、健診機関と

も連携し実施しています。また、受診を要する検査値の人に対しては特定保健指導よりも優

先して受診を促しています。 

4  

健診の結果、血糖の状態が一定基準以上で、腹囲・BMI では特定保健指導に該当しな

い人に糖尿病予防サポートプランを行っています。また、糖尿病性腎症等の重症化リスクが

高い人には受診勧奨や主治医の判断による保健指導を実施しています。 

5  

胸部エックス線再読影では 2011 年度から対象年齢を定め（40 歳以上）よりリスクの高い対

象者への取り組み強化を、入院レセプト調査では受診勧奨通知発送後に国保組合保健師

から電話による受診勧奨を開始しています。今後も受診勧奨および労災認定の働きかけを

母体とともに行っていきます。 

6  

 東京土建健診と同時に行う「がん検診（胃がん・乳がん・子宮頸がん・前立腺がん）」に一

部補助を実施し、早期発見・早期治療につなげています。 


